
 

2025 年 4月 17 日 

各 位 
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代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 林田 浩一 
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問 合 せ 先 広報・CS 推進部広報課長 藏田 隆秀 
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完全子会社（西鉄観光バス株式会社）の 

吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ 

 

当社は、本日、2026 年 4月１日を効力発生日として、当社完全子会社である西鉄観光バス株式会社（以下

「西鉄観光バス」といいます。）を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決定いたしましたの

でお知らせいたします。 

本合併は、完全子会社の吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。 

 

記 

 

１．目的 

西鉄観光バスは当社の完全子会社であり、福岡市および北九州市を拠点とする貸切バス事業を主体とし

て事業を行ってまいりました。今般、安定的な貸切バス乗務員の確保によるさらなる安全性の向上、およ

び高まる観光需要に対し柔軟に事業運営を行うことを目的に、当社を存続会社として吸収合併することと

いたしました。 

あわせて、西鉄観光バスの北九州地区における事業については、当社完全子会社である西鉄バス北九州

株式会社が吸収分割により承継いたします。 

 

２．合併の要旨 

（1）合併の日程 

合併契約取締役会決議 2025 年 11 月（予定） 

合併契約締結  2025 年 11 月（予定） 

合併効力発生日  2026 年４月１日 

なお、本合併は、当社においては会社法第 796 条第２項に規定する簡易合併であり、西鉄観光バスに

おいては同法 784 条第１項に規定する略式合併であるため、それぞれ株主総会の承認を得ずに合併い

たします。 

（2）合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、西鉄観光バスは解散いたします。 

（3）合併に係る割当ての内容 

当社は西鉄観光バスの発行済株式の全部を所有しているため、合併に際して新株式の発行および金銭

等の交付は行いません。 

（4）消滅会社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

西鉄観光バスは、新株予約権および新株予約権付社債のいずれも発行しておりません。 



 

３．合併当事会社の概要 

 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会社 

（1）商号 西日本鉄道株式会社 西鉄観光バス株式会社 

（2）本店所在地 福岡市博多区博多駅前三丁目５番７号 福岡市中央区那の津三丁目８番 15 号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員 

林田 浩一 

代表取締役社長 

湯地 雅夫 

（4）事業内容 運輸業、不動産業、流通業、物流業、 

レジャー・サービス業他 

一般貸切旅客自動車運送事業 

国内旅行業 

（5）資本金 26,157 百万円 60 百万円 

（6）設立年月日 1908 年 12 月 17 日 1959 年６月 26日 

（7）発行済株式総数 79,360,186 株 120,000 株 

（8）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 

（9）大株主および持株比率 

（2024 年３月末時点） 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）          8.22% 

株式会社福岡銀行       4.91% 

日本生命保険相互会社     4.24% 

株式会社西日本シティ銀行   3.80% 

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 

2.90% 

明治安田生命保険相互会社   2.39% 

西日本鉄道株式会社      100% 

（10）直前事業年度における財政状態および経営成績 

  2024 年３月期（連結） 2024 年３月期（単体） 

純資産 235,839 百万円 789 百万円 

総資産 727,002 百万円 1,674 百万円 

１株当たり純資産 2,910.74 円 6,578.64 円 

売上高 411,649 百万円 1,504 百万円 

営業利益 25,877 百万円 94 百万円 

経常利益 24,538 百万円 149 百万円 

当期純利益 24,723 百万円 121 百万円 

１株当たり当期純利益 314.00 円 1,013.61 円 

 

４．合併後の状況 

本合併による当社の商号、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期についての変

更はありません。 

 

５．当期以降の業績に与える影響 

本合併が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 


